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（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
等
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
四

号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注
７
の
厚
生
労

三

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注
８
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
要
件

働
大
臣
が
定
め
る
要
件

二
人
の
訪
問
介
護
員
等
に
よ
り
指
定
訪
問
介
護
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
利
用
者

二
人
の
訪
問
介
護
員
等
に
よ
り
指
定
訪
問
介
護
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
利
用
者

又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き

す
る
と
き

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
４
の
厚
生
労

五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
５
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
基
準

働
大
臣
が
定
め
る
基
準

同
時
に
複
数
の
看
護
師
等
に
よ
り
指
定
訪
問
看
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基

同
時
に
複
数
の
看
護
師
等
に
よ
り
指
定
訪
問
看
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基

準
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ

準
第
五
十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ

と
又
は
看
護
師
等
が
看
護
補
助
者
と
同
時
に
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
こ
と
に
つ
い

と
に
つ
い
て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次

て
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

か
に
該
当
す
る
と
き

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
５
の
厚
生
労

六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
６
の
厚
生
労

働
大
臣
が
定
め
る
状
態

働
大
臣
が
定
め
る
状
態

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

七
～
十
一

（
略
）

十
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
ニ

十
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
ニ

の
注
１
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食

の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
箋
に
基
づ
き
提
供
さ

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
箋
に
基
づ
き
提
供
さ

れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内
容
を
有
す
る
腎
臓
病
食
、
肝
臓
病
食
、
糖
尿
病
食
、

れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内
容
を
有
す
る
腎
臓
病
食
、
肝
臓
病
食
、
糖
尿
病
食
、

胃
潰
瘍
食
、
貧
血
食
、
膵
臓
病
食
、
脂
質
異
常
症
食
、
痛
風
食
、
嚥
下
困
難
者
の

胃
潰
瘍
食
、
貧
血
食
、
膵
臓
病
食
、
脂
質
異
常
症
食
、
痛
風
食
、
嚥
下
困
難
者
の

す

い

え

ん

す

い

え

ん
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た
め
の
流
動
食
、
経
管
栄
養
の
た
め
の
濃
厚
流
動
食
及
び
特
別
な
場
合
の
検
査
食

た
め
の
流
動
食
、
経
管
栄
養
の
た
め
の
濃
厚
流
動
食
及
び
特
別
な
場
合
の
検
査
食

（
単
な
る
流
動
食
及
び
軟
食
を
除
く
。
）

（
単
な
る
流
動
食
及
び
軟
食
を
除
く
。
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
三
・
十
四

（
略
）

十
五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注
７
の
厚
生

十
五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注
５
の
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
設
備
を
有
し
て
行
わ
れ
る

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
設
備
を
有
し
て
行
わ
れ
る

入
浴
介
助

入
浴
介
助

十
五
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注

の

（
新
設
）

11

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

Ａ
Ｄ
Ｌ
維
持
等
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か

ら
十
二
月
ま
で
の
期
間

十
六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注

の
厚
生

十
六

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
介
護
費
の
注
８
の
厚
生

12

労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

十
七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

十
七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

費
の
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助

費
の
注
５
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助

第
十
五
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助

第
十
五
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助

十
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

十
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

17

15

イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

十
九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

十
九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

費
の
ニ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

費
の
ニ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

社
会
参
加
支
援
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か

社
会
参
加
支
援
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か

ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の

ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の

と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
十
二

と
し
て
都
道
府
県
知
事
（
地
方
自
治
法
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日

月
ま
で
の
期
間
）

か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）
）

二
十

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
注

二
十

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の
注

９
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
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イ
～
リ

（
略
）

イ
～
リ

（
略
）

二
十
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

二
十
一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

15

12

利
用
者
の
状
態
や
家
族
等
の
事
情
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介

利
用
者
の
状
態
や
家
族
等
の
事
情
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介

護
支
援
専
門
員
が
、
緊
急
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

護
支
援
専
門
員
が
、
緊
急
に
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

基
準
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
い
う
。
第
二
十
二
号

基
準
第
百
二
十
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
い
う
。
第
二
十
二
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
者

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
者

二
十
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

二
十
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
の

注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

18

15

連
続
し
て
三
十
日
を
超
え
て
同
一
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定

連
続
し
て
三
十
日
を
超
え
て
同
一
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
（
指
定

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事

居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事

業
所
を
い
う
。
）
に
入
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
四
条
に
掲
げ

業
所
を
い
う
。
）
に
入
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
二
十
四
条
に
掲
げ

る
設
備
及
び
備
品
を
利
用
し
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ

る
設
備
及
び
備
品
を
利
用
し
た
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
に
よ

る
も
の
を
含
む
。
）
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
受

る
も
の
を
含
む
。
）
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
受

け
て
い
る
利
用
者

け
て
い
る
利
用
者

二
十
三

（
略
）

二
十
三

（
略
）

二
十
三
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護

（
新
設
）

費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

二
十
四

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

二
十
四

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
２
、
ロ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注
２
、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
２
、
ロ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注
２
、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

２
、
ニ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
２
及
び
ホ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣

２
及
び
ニ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

が
定
め
る
利
用
者

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
利
用
者
で
あ
っ
て
、
サ

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
利
用
者
で
あ
っ
て
、
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
の

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
の

二
十
五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

二
十
五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
８
、
ロ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注
８
、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
８
、
ロ
⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注
８
、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

７
、
ニ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
４
及
び
ホ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣

６
及
び
ニ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

が
定
め
る
利
用
者
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利
用
者
の
状
態
や
家
族
等
の
事
情
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介

利
用
者
の
状
態
や
家
族
等
の
事
情
に
よ
り
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介

護
支
援
専
門
員
が
、
緊
急
に
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

護
支
援
専
門
員
が
、
緊
急
に
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

基
準
第
百
四
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
い
う
。
）
を
受
け

基
準
第
百
四
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
い
う
。
）
を
受
け

る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
利
用
者

る
こ
と
が
必
要
と
認
め
た
利
用
者

二
十
六

（
略
）

二
十
六

（
略
）

二
十
七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

二
十
七

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

イ
⑷
の
注
、
ロ
⑹
の
注
、
ハ
⑷
の
注
、
ニ
⑸
の
注
及
び
ホ
⑻
の
注
の
厚
生
労
働
大

イ
⑷
の
注
、
ロ
⑹
の
注
、
ハ
⑷
の
注
及
び
ニ
⑸
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

臣
が
定
め
る
療
養
食

療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

二
十
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

二
十
八

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の

イ
⑹
㈡
の
注
及
び
ホ
⑼
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

イ
⑸
㈡
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻

ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

酔
又
は
放
射
線
治
療

医
科
診
療
報
酬
点
数
表
第
二
章
第
七
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
リ
ハ
ビ
リ

イ

医
科
診
療
報
酬
点
数
表
第
二
章
第
七
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
リ
ハ
ビ

テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
章
第
九
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
処
置
（
同
部
に
お
い
て

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
章
第
九
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
処
置
（
同
部
に
お

医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
診
療
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も

い
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
診
療
の
う
ち
次
に
掲

の
を
含
む
。
）
、
同
章
第
十
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
手
術
及
び
同
章
第
十

げ
る
も
の
を
含
む
。
）
、
同
章
第
十
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
手
術
及
び

一
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
麻
酔
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

同
章
第
十
一
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
麻
酔

イ

第
七
部
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
次

⑴

第
七
部
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち

に
掲
げ
る
も
の

次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
（
言
語
聴
覚
療
法
に
係
る
も
の

㈠

脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
（
言
語
聴
覚
療
法
に
係
る
も

に
限
る
。
）

の
に
限
る
。
）

⑵

摂
食
機
能
療
法

㈡

摂
食
機
能
療
法

⑶

視
能
訓
練

㈢

視
能
訓
練

ロ

第
九
部
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

⑵

第
九
部
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

一
般
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

一
般
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

創
傷
処
置
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
褥
瘡
に
係
る

ａ

創
傷
処
置
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
（
褥
瘡
に
係

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

る
も
の
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）

㈡

熱
傷
処
置
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
）

ｂ

熱
傷
処
置
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
）

㈢

重
度
褥
瘡
処
置

ｃ

重
度
褥
瘡
処
置

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

㈣

長
期
療
養
患
者
褥
瘡
等
処
置

ｄ

長
期
療
養
患
者
褥
瘡
等
処
置

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う
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㈤

精
神
病
棟
等
長
期
療
養
患
者
褥
瘡
等
処
置

ｅ

精
神
病
棟
等
長
期
療
養
患
者
褥
瘡
等
処
置

じ
よ
く
そ
う

じ
よ
く
そ
う

㈥

爪
甲
除
去
（
麻
酔
を
要
し
な
い
も
の
）

ｆ

爪
甲
除
去
（
麻
酔
を
要
し
な
い
も
の
）

そ

う

そ

う

㈦

穿
刺
排
膿
後
薬
液
注
入

ｇ

穿
刺
排
膿
後
薬
液
注
入

せ

ん

せ

ん

㈧

空
洞
切
開
術
後
ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム
ガ
ー
ゼ
処
置

ｈ

空
洞
切
開
術
後
ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム
ガ
ー
ゼ
処
置

㈨

ド
レ
ー
ン
法
（
ド
レ
ナ
ー
ジ
）

ｉ

ド
レ
ー
ン
法
（
ド
レ
ナ
ー
ジ
）

㈩

頸
椎
、
胸
椎
又
は
腰
椎
穿
刺

ｊ

頸
椎
、
胸
椎
又
は
腰
椎
穿
刺

け

い

せ

ん

け

い

せ

ん

十
一

胸
腔
穿
刺
（
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）

ｋ

胸
腔
穿
刺
（
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）

く

う

せ

ん

く

う

せ

ん

十
二

腹
腔
穿
刺
（
人
工
気
腹
、
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）

ｌ

腹
腔
穿
刺
（
人
工
気
腹
、
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）

く

う

せ

ん

く

う

せ

ん

十
三

喀
痰
吸
引

ｍ

喀
痰
吸
引

か

く

た

ん

か

く

た

ん

十
四

干
渉
低
周
波
去
痰
器
に
よ
る
喀
痰
排
出

ｎ

干
渉
低
周
波
去
痰
器
に
よ
る
喀
痰
排
出

た

ん

か

く

た

ん

た

ん

か

く

た

ん

十
五

高
位
浣
腸
、
高
圧
浣
腸
、
洗
腸

ｏ

高
位
浣
腸
、
高
圧
浣
腸
、
洗
腸

か

ん

か

ん

か

ん

か

ん

十
六

摘
便

ｐ

摘
便

十
七

腰
椎
麻
酔
下
直
腸
内
異
物
除
去

ｑ

腰
椎
麻
酔
下
直
腸
内
異
物
除
去

十
八

腸
内
ガ
ス
排
気
処
置
（
開
腹
手
術
後
）

ｒ

腸
内
ガ
ス
排
気
処
置
（
開
腹
手
術
後
）

十
九

酸
素
吸
入

ｓ

酸
素
吸
入

二
十

突
発
性
難
聴
に
対
す
る
酸
素
療
法

ｔ

突
発
性
難
聴
に
対
す
る
酸
素
療
法

二
十
一

酸
素
テ
ン
ト

ｕ

酸
素
テ
ン
ト

二
十
二

間
歇
的
陽
圧
吸
入
法

ｖ

間
歇
的
陽
圧
吸
入
法

け

つ

け

つ

二
十
三

体
外
式
陰
圧
人
工
呼
吸
器
治
療

ｗ

体
外
式
陰
圧
人
工
呼
吸
器
治
療

二
十
四

肛
門
拡
張
法
（
徒
手
又
は
ブ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
）

ｘ

肛
門
拡
張
法
（
徒
手
又
は
ブ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
）

こ

う

こ

う

二
十
五

非
還
納
性
ヘ
ル
ニ
ア
徒
手
整
復
法

ｙ

非
還
納
性
ヘ
ル
ニ
ア
徒
手
整
復
法

二
十
六

痔
核
嵌
頓
整
復
法
（
脱
肛
を
含
む
。
）

ｚ

痔
核
嵌
頓
整
復
法
（
脱
肛
を
含
む
。
）

じ

か

ん

と

ん

こ

う

じ

か

ん

と

ん

こ

う

⑵

救
急
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈡

救
急
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

救
命
の
た
め
の
気
管
内
挿
管

ａ

救
命
の
た
め
の
気
管
内
挿
管

㈡

体
表
面
ペ
ー
シ
ン
グ
法
又
は
食
道
ペ
ー
シ
ン
グ
法

ｂ

体
表
面
ペ
ー
シ
ン
グ
法
又
は
食
道
ペ
ー
シ
ン
グ
法

㈢

人
工
呼
吸

ｃ

人
工
呼
吸

㈣

非
開
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ

ｄ

非
開
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ

㈤

気
管
内
洗
浄

ｅ

気
管
内
洗
浄

㈥

胃
洗
浄

ｆ

胃
洗
浄

⑶

皮
膚
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈢

皮
膚
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
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㈠

皮
膚
科
軟
膏
処
置

ａ

皮
膚
科
軟
膏
処
置

こ

う

こ

う

㈡

い
ぼ
焼
灼
法

ｂ

い
ぼ
焼
灼
法

し
や
く

し
や
く

㈢

イ
オ
ン
ト
フ
ォ
レ
ー
ゼ

ｃ

イ
オ
ン
ト
フ
ォ
レ
ー
ゼ

㈣

臍
肉
芽
腫
切
除
術

ｄ

臍
肉
芽
腫
切
除
術

さ

い

さ

い

⑷

泌
尿
器
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈣

泌
尿
器
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

膀
胱
洗
浄
（
薬
液
注
入
を
含
む
。
）

ａ

膀
胱
洗
浄
（
薬
液
注
入
を
含
む
。
）

ぼ

う

こ

う

ぼ

う

こ

う

㈡

後
部
尿
道
洗
浄
（
ウ
ル
ツ
マ
ン
）

ｂ

後
部
尿
道
洗
浄
（
ウ
ル
ツ
マ
ン
）

㈢

留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置

ｃ

留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置

㈣

嵌
頓
包
茎
整
復
法
（
陰
茎
絞
扼
等
）

ｄ

嵌
頓
包
茎
整
復
法
（
陰
茎
絞
扼
等
）

か

ん

と

ん

や

く

か

ん

と

ん

や

く

⑸

産
婦
人
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈤

産
婦
人
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

膣
洗
浄
（
熱
性
洗
浄
を
含
む
。
）

ａ

膣
洗
浄
（
熱
性
洗
浄
を
含
む
。
）

ち

つ

ち

つ

㈡

子
宮
頸
管
内
へ
の
薬
物
挿
入
法

ｂ

子
宮
頸
管
内
へ
の
薬
物
挿
入
法

け

い

け

い

⑹

眼
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈥

眼
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

眼
処
置

ａ

眼
処
置

㈡

義
眼
処
置

ｂ

義
眼
処
置

㈢

睫
毛
抜
去

ｃ

睫
毛
抜
去

し
よ
う

し
よ
う

㈣

結
膜
異
物
除
去

ｄ

結
膜
異
物
除
去

⑺

耳
鼻
咽
喉
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈦

耳
鼻
咽
喉
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

耳
処
置
（
点
耳
、
耳
浴
、
耳
洗
浄
及
び
簡
単
な
耳
垢
栓
除
去
を
含
む
。

ａ

耳
処
置
（
点
耳
、
耳
浴
、
耳
洗
浄
及
び
簡
単
な
耳
垢
栓
除
去
を
含
む

こ

う

こ

う

）

。
）

㈡

鼻
処
置
（
鼻
吸
引
、
鼻
洗
浄
、
単
純
鼻
出
血
及
び
鼻
前
庭
の
処
置
を
含

ｂ

鼻
処
置
（
鼻
吸
引
、
鼻
洗
浄
、
単
純
鼻
出
血
及
び
鼻
前
庭
の
処
置
を

む
。
）

含
む
。
）

㈢

口
腔
、
咽
頭
処
置

ｃ

口
腔
、
咽
頭
処
置

く

う

く

う

㈣

関
節
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置
（
喉
頭
注
入
を
含
む
。
）

ｄ

関
節
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置
（
喉
頭
注
入
を
含
む
。
）

㈤

鼻
出
血
止
血
法
（
ガ
ー
ゼ
タ
ン
ポ
ン
又
は
バ
ル
ー
ン
に
よ
る
も
の
）

ｅ

鼻
出
血
止
血
法
（
ガ
ー
ゼ
タ
ン
ポ
ン
又
は
バ
ル
ー
ン
に
よ
る
も
の
）

㈥

耳
垢
栓
塞
除
去
（
複
雑
な
も
の
）

ｆ

耳
垢
栓
塞
除
去
（
複
雑
な
も
の
）

こ

う

こ

う

㈦

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

ｇ

ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

㈧

超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

ｈ

超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー

⑻

整
形
外
科
的
処
置
に
掲
げ
る
処
置
（
鋼
線
等
に
よ
る
直
達
牽
引
を
除
く
。

㈧

整
形
外
科
的
処
置
に
掲
げ
る
処
置
（
鋼
線
等
に
よ
る
直
達
牽
引
を
除
く

け

ん

け

ん

）

。
）
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⑼

栄
養
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈨

栄
養
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

㈠

鼻
腔
栄
養

ａ

鼻
腔
栄
養

く

う

く

う

㈡

滋
養
浣
腸

ｂ

滋
養
浣
腸

か

ん

か

ん

ハ

第
十
部
手
術
に
掲
げ
る
手
術
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

⑶

第
十
部
手
術
に
掲
げ
る
手
術
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

創
傷
処
理
（
長
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
筋
肉
、
臓
器
に
達
す
る
も

㈠

創
傷
処
理
（
長
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
筋
肉
、
臓
器
に
達
す
る

の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

⑵

皮
膚
切
開
術
（
長
径
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

㈡

皮
膚
切
開
術
（
長
径
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

⑶

デ
ブ
リ
ー
ド
マ
ン
（
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
）

㈢

デ
ブ
リ
ー
ド
マ
ン
（
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。

）

⑷

爪
甲
除
去
術

㈣

爪
甲
除
去
術

そ

う

そ

う

⑸

瘭
疽
手
術

㈤

瘭
疽
手
術

ひ
よ
う
そ
う

ひ
よ
う
そ
う

⑹

風
棘
手
術

㈥

風
棘
手
術

き
よ
く

き
よ
く

⑺

外
耳
道
異
物
除
去
術
（
極
め
て
複
雑
な
も
の
を
除
く
。
）

㈦

外
耳
道
異
物
除
去
術
（
極
め
て
複
雑
な
も
の
を
除
く
。
）

⑻

咽
頭
異
物
摘
出
術

㈧

咽
頭
異
物
摘
出
術

⑼

顎
関
節
脱
臼
非
観
血
的
整
復
術

㈨

顎
関
節
脱
臼
非
観
血
的
整
復
術

⑽

血
管
露
出
術

㈩

血
管
露
出
術

ニ

第
十
一
部
麻
酔
に
掲
げ
る
麻
酔
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

⑷

第
十
一
部
麻
酔
に
掲
げ
る
麻
酔
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の

⑴

静
脈
麻
酔
、
筋
肉
注
射
に
よ
る
全
身
麻
酔
、
注
腸
に
よ
る
麻
酔

㈠

静
脈
麻
酔
、
筋
肉
注
射
に
よ
る
全
身
麻
酔
、
注
腸
に
よ
る
麻
酔

⑵

硬
膜
外
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
麻
酔
剤
の
持
続
的
注
入

㈡

硬
膜
外
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
麻
酔
剤
の
持
続
的
注
入

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
又
は
麻
酔

⑸

⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
又
は
麻

に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ

酔
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
よ
り
点
数
の
算

れ
る
特
殊
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
及
び
麻
酔

定
さ
れ
る
特
殊
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
及
び
麻
酔

二
十
八
の
二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護

（
新
設
）

費
の
イ
⑸
の
注
、
ロ
⑺
の
注
、
ハ
⑸
の
注
及
び
ホ
⑽
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

二
十
九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

二
十
九

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介

護
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者

護
費
の
ニ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
利
用
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
利
用
者

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）
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三
十

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

三
十

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

費
の
ヘ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者

三
十
一
～
三
十
五
の
三

（
略
）

三
十
一
～
三
十
五
の
三

（
略
）

三
十
五
の
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

三
十
五
の
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

通
所
介
護
費
の
注
８
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助

通
所
介
護
費
の
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助

第
十
五
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助

第
十
五
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助

三
十
五
の
四
の
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密

（
新
設
）

着
型
通
所
介
護
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

12

第
十
五
号
の
二
に
規
定
す
る
期
間

三
十
五
の
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

三
十
五
の
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型

通
所
介
護
費
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

通
所
介
護
費
の
注
９
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者

13

第
十
六
号
に
規
定
す
る
者

第
十
六
号
に
規
定
す
る
者

三
十
六
～
三
十
八

（
略
）

三
十
六
～
三
十
八

（
略
）

三
十
九

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能
型

三
十
九

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
能
型

居
宅
介
護
費
の
ト
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
利
用

居
宅
介
護
費
の
ヘ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
利
用

者

者

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
す
る
利
用
者

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
の
基
準
に
も
適
合
す
る
利
用
者

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

四
十

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型
共
同

四
十

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型
共
同

生
活
介
護
費
の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者

生
活
介
護
費
の
注
５
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
利
用
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
利
用
者

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

四
十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型
共

四
十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
型
共

同
生
活
介
護
費
の
ヘ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

同
生
活
介
護
費
の
ヘ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
利
用
者

四
十
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
特
定

四
十
二

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ニ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利

施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ハ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利

用
者

用
者
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第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
者

第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
利
用
者

四
十
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
特
定

四
十
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
特
定

施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ホ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

施
設
入
居
者
生
活
介
護
費
の
ニ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
利
用
者

四
十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

四
十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が

14

13

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
、

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
、

知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）

知
的
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
等
」
と
い
う
。
）

視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
者
又
は
重
度
の
知
的

視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
者
又
は
重
度
の
知
的

障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者

障
害
者
若
し
く
は
精
神
障
害
者

四
十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

四
十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が

14

13

定
め
る
者

定
め
る
者

次
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者

次
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者

イ
～
ニ

（
略
）

イ
～
ニ

（
略
）

四
十
六

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

四
十
六

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が

17

15

定
め
る
者

定
め
る
者

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
（
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
三
十
条
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
三
十
条
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設

入
所
者
生
活
介
護
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
期
間
中
に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着

入
所
者
生
活
介
護
を
い
う
。
）
を
利
用
す
る
期
間
中
に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
三
十
六
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定

型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
三
十
六
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定

め
る
基
準
に
基
づ
き
、
利
用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と

め
る
基
準
に
基
づ
き
、
利
用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と

に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者

に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者

四
十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

四
十
七

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

四
十
八

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

四
十
八

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ワ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
入
所
者

適
合
す
る
入
所
者
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次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

四
十
九

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

四
十
九

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ソ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ヨ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

在
宅
生
活
を
継
続
す
る
観
点
か
ら
、
複
数
の
者
で
あ
ら
か
じ
め
在
宅
期
間
及
び

在
宅
生
活
を
継
続
す
る
観
点
か
ら
、
複
数
の
者
で
あ
ら
か
じ
め
在
宅
期
間
及
び

入
所
期
間
（
入
所
期
間
が
三
月
を
超
え
る
と
き
は
、
三
月
を
限
度
と
す
る
。
）
を

入
所
期
間
（
入
所
期
間
が
三
月
を
超
え
る
と
き
は
、
三
月
を
限
度
と
す
る
。
）
を

定
め
て
、
当
該
施
設
の
居
室
を
計
画
的
に
利
用
し
て
い
る
者

定
め
て
、
当
該
施
設
の
居
室
を
計
画
的
に
利
用
し
て
い
る
者

五
十

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老

五
十

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
老

人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
ネ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
の
レ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
者

五
十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

五
十
一

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

費
の
イ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等

費
の
イ
の
注
８
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等

10

第
四
号
に
規
定
す
る
疾
病
等

第
四
号
に
規
定
す
る
疾
病
等

五
十
二

（
略
）

五
十
二

（
略
）

五
十
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

五
十
三

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

費
の
ト
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

第
六
号
に
規
定
す
る
状
態

第
六
号
に
規
定
す
る
状
態

五
十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

五
十
四

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

費
の
リ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分

費
の
チ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
区
分

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

五
十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

五
十
五

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
複
合
型
サ
ー
ビ
ス

費
の
ヌ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

費
の
リ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

第
八
号
に
規
定
す
る
状
態

第
八
号
に
規
定
す
る
状
態

五
十
六

（
略
）

五
十
六

（
略
）

五
十
七

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

五
十
七

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費

単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。

単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。

）
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

）
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

14

13

基
準
に
適
合
す
る
視
覚
障
害
者
等

基
準
に
適
合
す
る
視
覚
障
害
者
等

第
四
十
四
号
に
規
定
す
る
視
覚
障
害
者
等

第
四
十
四
号
に
規
定
す
る
視
覚
障
害
者
等
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五
十
八

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

五
十
八

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

14

13

第
四
十
五
号
に
規
定
す
る
者

第
四
十
五
号
に
規
定
す
る
者

五
十
九

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

五
十
九

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

17

15

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
護
老

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令

第
三
十
九
号
）
第
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

第
三
十
九
号
）
第
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準

に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必

に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必

要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者

要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者

六
十

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

六
十

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

の
ヌ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

六
十
一

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

六
十
一

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者

ス
の
ル
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者

第
四
十
八
号
に
規
定
す
る
入
所
者

第
四
十
八
号
に
規
定
す
る
入
所
者

六
十
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

六
十
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
の
ワ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
四
十
九
号
に
規
定
す
る
者

第
四
十
九
号
に
規
定
す
る
者

六
十
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

六
十
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
レ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
者

六
十
四

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

六
十
四

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

11

10

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
介
護
老
人
保

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
介
護
老
人
保

健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚

健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚

生
省
令
第
四
十
号
）
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

生
省
令
第
四
十
号
）
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と

る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と

に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者

に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者

六
十
五

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

六
十
五

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
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ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者

ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者

13

12

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

六
十
六

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

六
十
六

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
ワ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

ス
の
ル
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

六
十
七

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

六
十
七

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
タ
⑵
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、

ス
の
ワ
⑵
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、

麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は

放
射
線
治
療

放
射
線
治
療

六
十
八

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

六
十
八

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
レ
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
所
者

ス
の
カ
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
入
所
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

六
十
九

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

六
十
九

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
ソ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
の
ヨ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
者

七
十

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

七
十

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

の
ネ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
関

の
レ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
関

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
機
関

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
機
関

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

七
十
一

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

七
十
一

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注
９
並
び
に
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で

ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注
８
並
び
に
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で

12

11

の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

の
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
健
康
保
険
法

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
健
康
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
指
定
介

護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚

護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚

生
省
令
第
四
十
一
号
）
第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定

生
省
令
第
四
十
一
号
）
第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
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め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
院
患
者
が
選
定
す
る
特
別
な
病
室
の
提
供
を
受
け
た
こ

め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
院
患
者
が
選
定
す
る
特
別
な
病
室
の
提
供
を
受
け
た
こ

と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者

と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者

七
十
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

七
十
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
イ
⒀
の
注
、
ロ
⑾
の
注
及
び
ハ
⑿
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

ス
の
イ
⑿
の
注
、
ロ
⑽
の
注
及
び
ハ
⑾
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

七
十
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

七
十
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

ス
の
イ
⒃
の
注
及
び
ロ
⒁
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

ス
の
イ
⒂
の
注
及
び
ロ
⒀
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
者

七
十
四

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

七
十
四

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者

第
二
号
に
規
定
す
る
者

七
十
四
の
二

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院
サ
ー

（
新
設
）

ビ
ス
の
ツ
⑵
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術

、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は

放
射
線
治
療

七
十
四
の
三

指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
医
療
院
サ
ー

（
新
設
）

ビ
ス
の
ネ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

七
十
五

（
略
）

七
十
五

（
略
）

七
十
六

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

七
十
六

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護

平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

表
」
と
い
う
。
）
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

基
準第

五
号
に
規
定
す
る
基
準

第
五
号
に
規
定
す
る
基
準

七
十
七

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護

七
十
七

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
看
護
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費
の
注
４
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

費
の
注
５
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態

第
六
号
に
規
定
す
る
状
態

第
六
号
に
規
定
す
る
状
態

七
十
八

（
略
）

七
十
八

（
略
）

七
十
八
の
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問

（
新
設
）

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か
ら

十
二
月
ま
で
の
期
間
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
７
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も

の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
十

二
月
ま
で
の
期
間
）

七
十
九
～
八
十

（
略
）

七
十
九
～
八
十

（
略
）

八
十
一

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療
養

八
十
一

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療
養

管
理
指
導
費
の
ニ
の
注
１
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食

管
理
指
導
費
の
ニ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食

第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
別
食

第
十
二
号
に
規
定
す
る
特
別
食

八
十
二

削
除

八
十
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
介
護

費
の
ト
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か
ら

十
二
月
ま
で
の
期
間
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

予
防
通
所
介
護
費
の
ハ
、
ニ
又
は
ホ
の
注
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の

と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
十
二

月
ま
で
の
期
間
）

八
十
三

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ

八
十
三

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ト
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ヘ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か
ら

事
業
所
評
価
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
前
年
の
一
月
か
ら

十
二
月
ま
で
の
期
間
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

十
二
月
ま
で
の
期
間
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護

予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
、
ハ
又
は
ホ
の
注
に
掲
げ
る
基
準
に
適

予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ロ
、
ハ
又
は
ニ
の
注
に
掲
げ
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の

合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の

日
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

日
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
期
間
）

八
十
四

（
略
）

八
十
四

（
略
）

八
十
四
の
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期

（
新
設
）



- 431 -

入
所
生
活
介
護
費
の
ニ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

八
十
五

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所

八
十
五

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所

療
養
介
護
費
の
イ
⑶
の
注
、
ロ
⑸
の
注
、
ハ
⑶
の
注
、
ニ
⑷
の
注
及
び
ホ
⑺
の
注

療
養
介
護
費
の
イ
⑶
の
注
、
ロ
⑸
の
注
、
ハ
⑶
の
注
及
び
ニ
⑷
の
注
の
厚
生
労
働

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食

大
臣
が
定
め
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食

八
十
五
の
二

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期

（
新
設
）

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑷
の
注
、
ロ
⑹
の
注
、
ハ
⑷
の
注
及
び
ホ
⑼
の
注
の
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

八
十
六

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所

八
十
六

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所

療
養
介
護
費
の
イ
⑸
㈡
及
び
ホ
⑻
ロ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

療
養
介
護
費
の
イ
⑷
㈡
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処

シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は

放
射
線
治
療

放
射
線
治
療

八
十
七

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
特
定
施
設

八
十
七

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
特
定
施
設

入
居
者
生
活
介
護
費
の
ハ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

入
居
者
生
活
介
護
費
の
ハ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
利
用
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
利
用
者

八
十
八
～
九
十

（
略
）

八
十
八
～
九
十

（
略
）

九
十
一

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予

九
十
一

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者

第
二
十
三
号
の
二
に
規
定
す
る
者

第
三
十
号
に
規
定
す
る
者


